
                           告 示 第 １ ５ 号 

                           令和７年５月１３日 

 

                           鹿児島市選挙管理委員会 

                           委員長  馬 場  竹 彦 

 

 

選挙人名簿の抄本の閲覧状況について（公表） 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項の規定により、令和６年４月

１日から令和７年３月３１日までの間の選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり

公表します。 

 



閲覧申出者の氏名(法

人の場合名称及び代表

者又は管理人の氏名) 

申出者が法人の場合の主たる事

務所の所在地 
利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る選挙人の範囲 

読売新聞東京本社 編

集局 

世論調査部長 杉田 

義文 

東京都千代田区大手町 1-7-1 世論調査の対象者抽出のため 4 月 4 日 第 53 投票区 

大園 竜也 

 

政治活動の対象者抽出のため 4 月 2 日 吉野町・大明丘 3 丁目 

藤崎 剛 

 

政治活動の対象者抽出のため 
5 月 15～16 日、5 月 20

～22 日 

6 月 3～4 日、6 月 17 日 
西伊敷 1～3 丁目 

田代 芳樹 

 

政治活動の対象者抽出のため 6 月 10 日 
桜ヶ丘 1～2 丁目・下荒田 3 丁目・福山町・

四元町・平田町・直木町・入佐町・石谷町 

株式会社サーベイリサ

ーチセンターセンター 

代表取締役 藤澤 士

朗 

東京都荒川区西日暮里 2-40-10 世論調査の対象者抽出のため 7 月 18 日 第 153 投票区 

うと けい子 

 

政治活動の対象者抽出のため 7 月 22 日、7 月 30 日 魚見町・小原町 

一般社団法人 中央調

査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５丁目１５番８

号 
世論調査の対象者抽出のため 9 月 5 日 原良 5～7 丁目 

株式会社サーベイリサ

ーチセンターセンター 

代表取締役 藤澤 士

朗 

東京都荒川区西日暮里 2-40-10 世論調査の対象者抽出のため 8 月 7 日 西谷山 3 丁目 

朝日新聞東京本社  

世論調査部長 金子 

桂一  

東京都中央区築地 5-3-2 世論調査の対象者抽出のため 8 月 13 日 第 46・47 投票区 

一般社団法人 共同通

信社社長 水谷 亨 
東京都港区東新橋 1-7-1 世論調査の対象者抽出のため 9 月 13 日 

第 9・18・32・44・57・63・75・301・207・252 投

票区 



読売新聞東京本社 編

集局 

世論調査部長 杉田 

義文 

東京都千代田区大手町 1-7-1 世論調査の対象者抽出のため 9 月 20 日 第 32 投票区 

一般社団法人 中央調

査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５丁目１５番８

号 
世論調査の対象者抽出のため 11 月 11 日 西伊敷 6 丁目 

一般社団法人 中央調

査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５丁目１５番８

号 
世論調査の対象者抽出のため 12 月 3 日 吉野１丁目 

一般社団法人 中央調

査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５丁目１５番８

号 
世論調査の対象者抽出のため 2 月 3 日 岡之原町、坂之上 1 丁目 

一般社団法人 中央調

査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５丁目１５番８

号 
世論調査の対象者抽出のため 2 月 10 日 唐湊 2 丁目、3 丁目 

園山 絵理 

 

政治活動の対象者抽出のため 
2 月 13 日、2 月 17 日、2

月 19 日、2 月 25 日 

石谷町、原良 1～7 丁目、永吉 1～3 丁目、

城西 1～3 丁目 

園山 絵理 

 

政治活動の対象者抽出のため 2 月 19 日 
薬師 1～2 丁目、常盤 1～2 丁目、西田 1～

3 丁目 

          

 

 

  

 



                            告 示 第 １ ６ 号 

                           令和７年５月１３日 

 

                           鹿児島市選挙管理委員会 

                           委員長  馬 場  竹 彦 

 

 

在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について（公表） 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２において準用する同法第２８条の

４第７項の規定により、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間の在外選挙人名簿

の抄本の閲覧状況について、下記のとおり公表します。 

 

 

記 

 

実 績 な し 


